
平成２５年６月２９日 

第20回 放射線技師のためのセミナー 

放射線治療における放射化物の管理 

1 

静岡営業所 川口順也 



Japan Environment Research Co.,LTD 

原子力規制委員会設置法の施行について 

平成24年9月19日付で施行。環境省の外局として原子力規制
委員会を設置され、これに伴い、文部科学省科学技術・学術
政策局原子力安全課が所管する業務は、今後、原子力規制委
員会において実施することになります。 

平成25年4月1日より、報告及び緊急時・トラブル発生時等
の対応における連絡先が変更になります。 
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文部科学省 放射線規制室 原子力規制委員会原子力規制庁 放射線規制室 

平成25年4月1日 

http://www.nsr.go.jp/
http://www.mext.go.jp/


Japan Environment Research Co.,LTD 

リニアックの部品交換 
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ﾘﾆｱｯｸのﾀｰｹﾞｯﾄ 

部品交換で発生
した旧品、要ら
ないから引き
取ってよ。 

じゃあ産業廃棄物
として病院のゴミ
と一緒に捨てよう
かな・・・。 

ええっ。そ
そうなんで
すか。 

メンテナンス業者 

病院関係者 

１年前から法律が変
わったの知らないん
ですか？適切に処分
しないと法令違反に

なりますよ。 

原子力規制委員会 

昔は良かった
んだけど、今
は引き取れな
いんです。 



Japan Environment Research Co.,LTD 

放射線障害防止法改正 

平成24年4月1日より施行 
 
● 法   律：平成22年4月28日成立 
          平成22年5月10公布 
● 政省令等：平成24年3月28日公布 
● 施 行 日 ：平成24年4月1日 

平成24年3月に文部科学省から各事業所宛に「事務連絡」
が送付されているので、詳しくはそちらを参照して下さい。 
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１．放射性汚染物の確認制度の導入 
  （クリアランス制度の導入） 
 

２．放射化物の規制への導入 
 

３．廃止措置の強化 
 

４．譲渡譲受制限の合理化 
 

５．罰則の強化 

Japan Environment Research Co.,LTD 

改 正 の 概 要 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

放 射 化 物 の 範 囲 
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医療用直線加速装置（リニアック、サイクロトロンなど） 
Ｘ線の最大ｴﾈﾙｷﾞｰが６ＭｅＶを超えるもの 

規制対象物を放射線発生装置から取り外した時点から放
射化物としての管理が必要になります 
 
《管理対象外》 
①装置に組み込まれている場合、装置を使用する目的で  
 用いている場合 
②装置から取り外し、再度装置に組み込んだ場合 



Japan Environment Research Co.,LTD 

対 象 部 位 
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文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 

10MeV 

以下 

10MeV 

を超過 



１．放射化物の流れ 
 

２．放射化物保管設備 
 

３．保管廃棄設備 
 

４．排水設備 
 

５．排気設備 

Japan Environment Research Co.,LTD 

放射化物に係る施設基準等 
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※ 経過措置あり 

 （H26.3月まで） 



１．放 射 化 物 の 流 れ 

放射化物 

保管設備 

保管 

廃棄設備 
保管 

廃棄 

再
使
用 

払
出
し 

（
運
搬
） 

廃棄 

許可廃棄業者 

 

 

 

放射線発生装置 

許可使用者 

速やかに引き渡し 

許可使用者 

  ：病院 

放射化物 

速
や
か
に
払
出
し
又
は
受
入
れ 

取り外す 

リニアック 

X線 6MeV超 

すぐに 

取り付け 
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受
入
れ 



施設基準 

Japan Environment Research Co.,LTD 

２．放 射 化 物 保 管 設 備 

・外部と区画された構造 
・施錠するための設備又は器具が必要 
・中に耐火性の容器を備える必要がある 
 （容器に入れるのが困難な大型機器等 
  については例外措置あり） 
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Ｘ線の最大エネルギー ６ＭeＶ超過 

鍵付きのロッカー
でＯＫです。 



Japan Environment Research Co.,LTD 

放射化物保管設備 設置イメージ 
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［障防法的にはＯＫ。 
 しかし、医療法との兼ね合いで厚生労働省内で協議中］ 

リニアック室
に設置しても
ＯＫです。 



施設基準 

Japan Environment Research Co.,LTD 

３．保 管 廃 棄 設 備 

密封されていない放射性同位元素に係る施設基準と同じ 
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Ｘ線の最大エネルギー ６ＭeＶ超過 



Ｘ線の最大エネルギー １０ＭeＶ超過 
 
水の放射化の考慮が必要 
 
・冷却水等が放射化し、それを排水する場合には排水設備の設置が必要。 
・循環水は除く 
 

 

Japan Environment Research Co.,LTD 

４．排 水 設 備 
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Ｘ線の最大エネルギー １５ＭeＶ超過 
 
空気の放射化の考慮が必要 
 
・運転時間、中性子発生量等からリニアック室内の３月間    
 空気中濃度を算定。 
・濃度限度の１/１０を超過する場合は排気設備を設置。 
・空気が放射化する場合内部被ばく線量の測定が必要。 

 （化学形等がサブマージョンの場合を除く） 

 

Japan Environment Research Co.,LTD 

５．排 気 設 備 
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Japan Environment Research Co.,LTD 
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～６MeＶ    放射化物の管理丌要 
 

 
 ６ＭeＶ超過  放射化物の管理必要 
        （放射化物保管設備、保管廃棄設備） 

 
１０ＭeＶ超過  水の放射化を考慮 
        （排水設備） 

 
１５ＭeＶ超過  空気の放射化を考慮 
        （排気設備、内部被ばく測定） 

施 設 基 準 



１．放射化物に係る記帳 
 

２．放射化物の加工 
 

３．場所の測定 
 

４．被ばく線量の測定 
 

Japan Environment Research Co.,LTD 

放射化物に係る行為基準等 
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※ 経過措置なし 



Japan Environment Research Co.,LTD 

１．放射化物に係る記帳 

放射化物は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって
汚染されたものと同様に記帳が必要 
 

放射線障害防止法 施行規則 第２４条（記帳） 

 

① 受入れ又は払出し 

② 保管 

③ 廃棄 

④ 運搬 

保管廃棄設備等を経由せずに廃棄する場合においても、
記帳の義務は発生します。 
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放射化物の加工を行う場合は、汚染の広がりを防止するた
めの措置、作業衣、保護具等の着用の措置を講じた上で実
施。 

Japan Environment Research Co.,LTD 

２．放射化物の加工 

18 

作業終了後、汚染の除去等を実施し除去されたことを確認。（汚染検査実施） 
汚染検査の記録は保存すること。 



Japan Environment Research Co.,LTD 

３．場 所 の 測 定 
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放射化物保管設備、保管廃棄設備等設備を設置する場合、
放射線量の測定が必要になります。 
（障防法施行規則第２０条第１項第４号） 
 
①放射線発生装置室に設備を併設する場合 
 ６月を超えない期間ごとに１回 
 
②設備を独立して設置する場合 
 １月を超えない期間ごとに１回 
 
  



Japan Environment Research Co.,LTD 

４．被ばく線量の測定 
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放射線発生装置使用室内の空気が放射化する 
場合には、当該室に立ち入る者の内部被ばく 
の測定が必要。 
ただし、空気の放射化により発生する放射性 
同位元素の化学形等がサブマージョンの場合 
はこの限りでない。 
 
（障防法施行規則２０条第２項第２号） 
 



◎ 施設基準：経過措置が適用（平成24年3月31日） 

   
  ・放射化物保管設備、保管廃棄設備の設置 
  ・排水設備、排気設備の設置 
   
 
◎ 行為基準：経過措置が適用されない 
   
  ・記帳、放射化物の加工、場所の測定、 
   被ばく線量の測定、放射化物の譲渡・譲受など 
  

Japan Environment Research Co.,LTD 

経 過 措 置 
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変更許可申請期間 

およそ4ヶ月 

 



ターゲット交換 
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放射化物 

保管設備 

保管廃 

棄設備 
保管 

廃棄 

再
使
用 

払
出
し 

（
運
搬
） 

廃棄 

放射線発生装置 

許可使用者 

許可使用者 

病院 

速
や
か
に
払
出
し
又
は
受
入
れ 

受
入
れ 

すぐに 

取り付け 

許可廃棄業者
（日本アイソ
トープ協会） 

速やかに引き渡し 

放射化物 

取り外す 

リニアック 



Japan Environment Research Co.,LTD 

ターゲット交換時のフロー 

部品取り外し 

規制対象物か？ 

サーベイメータによる線量率測定 

換算表を用いて放射能を算出 

記帳およびドラム缶に収納 

日本アイソトープ協会に引き渡し 

yes 

no 

産業廃棄物 

再利用 
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※放射性廃棄物容器は 

事前に借用し準備しておく ① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



Japan Environment Research Co.,LTD 

① 廃棄物ドラム缶の借用 

発生する放射化物の形状、重量を想定し 
ドラム缶を日本アイソトープ協会より 
借用する。 
 
・ドラム缶サイズ：５０Ｌ、２００Ｌ 
・充填可能な重量：５５kg程度まで 

 
 
  保管廃棄設備を設けない場合は、規制対象物を 
  取り外す前に準備しておく必要があります。 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

② 線 量 率 の 測 定 
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文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 



放射線サーベイメータ 

電離箱ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ 



Japan Environment Research Co.,LTD 

③ 放 射 能 の 算 出 

文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

換算係数（ターゲット周辺部品等） 

文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

換算係数（ターゲット） 

文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

重 量 補 正 係 数 

文部科学省 事務連絡 平成24年3月 抜粋 
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（財）原子力安全技術センター 記帳記録のガイド（2012） 抜粋 

 

    様式はダウンロードできます 

速やかに 

放射線取扱主任者 

使用責任者 

④－１ 記 帳 
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200L 
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④－２ ドラム缶に収納 

 50ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶 116,500円(税抜) 

200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶 466,000円(税抜) 

 

 

※別途、臨時集荷料金が掛かります 

 静岡地区は100,000円位？ 

 



Japan Environment Research Co.,LTD 

⑤ 日本アイソトープ協会に引き渡し 

放射線発生装置から取り外された後、速やかに許可廃
棄業者等に引き渡す場合には、保管廃棄設備を設けな
くても良い。 

取り外し後は速やかに 

日本アイソトープ協会に 

引き渡し 
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１．Ｘ線最大エネルギー６ＭｅＶ超過のリニアックを設置している   
              → 放射線障害予防規程を変更し届出を行って下さい。 
          （期限：放射化物発生日まで） 

 
２．平成２４年４月１日以降に放射化物を譲渡、譲受、廃棄している 
       → 受入れ、払出し、廃棄に関する記録の作成が必要です。（５年間保管） 
 

３．現在放射化物を所有している 
 

   （１）放射化物保管設備、保管廃棄設備を設置する場合 
         → 変更許可申請を行って下さい。（期限：今年度１１月まで） 
         → 保管に関する記録の作成が必要です。（５年間保管）  
    （２）放射化物保管設備、保管廃棄設備を設置しない場合 
         → 速やかに払出し、又は引き渡しを行って下さい。 

 
    

Japan Environment Research Co.,LTD 

今、何をすべきか？ 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

放射線障害予防規程の改定 

放射線障害予防規程の条文が、放射線障害防止法施行
規則第２１条第１項に該当する場合は見直しが必要 

 

・用語の定義に「放射化物」を追加 

・廃棄に関する条文を追加 

  ･････放射化物は速やかに廃棄業者へ引き渡しなど 

・記帳の条文に廃棄を追加 

 

その他 

文部科学大臣 → 原子力規制委員会 

 

改訂期限・・・放射化物が発生するまで 

届出期限・・・改訂後３０日以内 
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Japan Environment Research Co.,LTD 

参 考 文 献 な ど 

○文部科学省 事務連絡（平成24年3月） 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正 

 する法律並びに関係法令、省令及び告示の施行について 

 

○放射線治療装置における放射化物の管理に関する学会標準(ドラフト版) 

 

○記帳・記録のガイド －放射性同位元素等取扱事業所のために－ 

 公益財団法人 原子力安全技術センター 

 

・平成２４年度 安全管理講習会（原子力安全技術センター） 

・改正法令勉強会（日本放射線安全管理学会） 
・改正放射線障害防止法講習会（文部科学省） 

・放射線治療装置における放射性汚染物（放射化物）の管理に関する学会 

 標準講習会（日本画像医療システム工業会） 
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